
広告欄

土地・中古住宅売りたい方
お気軽にご相談ください。

八重瀬町字東風平807

合同会社エール企画
相談無料・買取OK

098-988-0766

R７年１月八重瀬町東風平
（座喜味バス停近く）移転しました

移転先

至具志頭
東風平中学校

至新城

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください！！
自宅や職場などに八重瀬町や国の職員をかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場合は

お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専門電話（＃9110）にご連絡ください。

こども加算（1児童２万円）こども加算（1児童２万円）
●対象となる児童 ●対象となる児童 
　基準日（令和６年１２月１３日）時点において、令和６年度八重瀬町物価高騰対策支援給付金を受給
した世帯と同一世帯である１８歳以下（平成１８年４月２日生まれ以降）の児童

●本給付金は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、特に物価高の影響
を受ける低所得世帯（住民税均等割非課税世帯）を対象に１世帯あたり３万円の給付金を支給する
新たな給付金です。

令和６年度八重瀬町物価高騰対策支援給付金のご案内
（1世帯3万円）

令和６年度八重瀬町物価高騰対策支援給付金のご案内
（1世帯3万円）

●申請期限
令和7年6月30日（月）まで
（郵送当日消印有効）

※下記の場合、申請が必要です。
　〈例外的に対象となる児童〉 令和6年１２月１４日以降生まれの新生児、寮に入っている児童など
　〈例外的に対象とならない児童〉 施設入所児童など（住民票を異動していない場合も含む）

受付日時：9時～12時、13時～17時（土日祝日除く）
㊟支給対象なのかについては、個人情報保護

の観点からお電話ではお答えできません。

●支給対象世帯（次の３つのすべての要件に該当する世帯）●支給対象世帯（次の３つのすべての要件に該当する世帯）
①基準日（令和６年１２月１３日）時点において八重瀬町に住所がある世帯
②世帯全員が令和６年度住民税均等割非課税かつ令和６年度の住民税が課されている他の親族

等の扶養を受けている者のみの世帯でないこと
③すでに本町または他市区町村で同様の給付金（３万円）を受給していないこと
対象世帯には、２月下旬頃にお知らせが届きます。（申請は必要ありません）
ただし、一部申請が必要な場合があります。申請に関する通知が届きましたら、必要書類をご確認

のうえ、窓口、郵送または電子申請にてご提出ください。

詳しい内容は
八重瀬町ホームページ
をご確認ください。

《 お問い合わせ｜社会福祉課 給付係｜098-998-9598 》

㊟本給付金は法令により非課税及び
　差押禁止の取り扱いとなります。

※通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。

給付金受給世帯のみ!!原則お手続きは不要!!給付金受給世帯のみ!!原則お手続きは不要!!
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はかりの定期検査はかりの定期検査

八重瀬町役場 町民ホール

令和7年2月26日（水）10時から15時

八重瀬町役場 農林水産課 TEL 098-998-4624
沖縄県計量検定所 TEL 098-889-2775

「はかり」を長い間使用していると誤差が生じることがあります。誤差が生じた「はかり」の使用は、
正確さが保証されないため、“内容量がおかしい！”など、さまざまなトラブルの原因となることがあ
ります。そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、２年に１回開催される定期検査を受ける
ことが義務付けられています。（計量法第１９条第１項）
なお、定期検査を受けない等には法令による罰則がありますのでご注意ください。（計量法第１７３

条第１項ほか）
沖縄県計量検定所では、市町村と連携

して、地域の公民館等において期日を指
定して定期検査を行っています。詳細につ
いてはお問い合わせください。
※検査手数料も発生します！！
※日時が合わない場合は代検査制度を
ご利用ください。

皆さんご存じですか？
「はかり」には2年に1回の「定期検査」があります！

皆さんご存じですか？
「はかり」には2年に1回の「定期検査」があります！ 沖縄県計量検定所

＜取引に使用＞
◎商店・露店等で商品の売買
◎運送業者等の貨物の算出
◎農産物・水産物等の出荷

＜証明に使用＞
◎病院・学校等での健康診断など
◎公共機関への報告等
◎給食センターでの残量調査

＜家庭等で使用＞
◎農家の肥料・飼料配合用はかり
◎家庭や飲食店等の調理用はかり
◎家庭にある体重計（ヘルスメーター）

「検定証印」又は「基準適合証印」はありますか？

又は

検査が必要です

表示年月から「1年」経過している
定期検査開始

定期検査済証印はありますか？

有

無

有

無

検定証印の年月確認をしてください

検査は不要です

取引や証明に使用することはできません。
「検定証印」又は「基準適合証印」が付されている
はかりを購入しましょう。

定期検査済証印の年月確認
沖縄県が行う定期検査、又は代検査に
合格すると、右図のような証印が貼付
されます。これは、２０１９年２月に検査し
たことを示しています。又、この場合、
次回は２０２１年２月（予定）になります。

有効期間切れ、
又は有効期間間近である

「はかり」

お知らせ
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